
地元住民の皆様へ

令和5年 5月吉日

西武•新栄建設共同企業体

横浜市環境創造局下水道事務所（南部）

下水道工事に伴う 車 両 通 ーゴ4
1
 

止 のお知らせ

皆様には日頃から下水道事業に対し、ご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。

以前より、 1中尾台地区から根岸旭台地区にかけて、 JR山手駅付近など、浸水被害を軽減・解消をするための下水道工事を行っております。

シールド工法により貯留する配管工事が完了し、現在、仲尾台公園部・根岸旭台公園部・不動坂交差点部においてマンホールを築造する

工事を行っていますが、このたび、 根岸旭台公園前道路を車両通行止めにしてマンホールの築造および下水管の整備工事を行います。

（歩行者 ・自転車 ・バイクの通行は可能です）

工事期間中近隣の皆様におかれましては、騒音・振動・粉塵・道路の通行等で、ご不便やご迷惑をおかけすることと思いますが、

安全かつ、早期に工事が完了するよう努力いたしますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

不明な点等につきましては下記連絡先までお問合せ願います。

～記～

1. 工事件名 中部処理区仲尾台第二合流幹線下水道整備工事（その3)

および（その3)に伴う追加工事（ゼロ市工事）

5. 作業時閻 9: 00,...._,18: 00  (昼間施工）

2. 工事場所 中区根岸旭台57番地1地先から1中尾台13番地5地先まで 6. 施工者

(j中尾台公園～根岸旭台公園の区間の内、 根岸旭台公園前道路部） （連絡先）

3. 工事概要 マンホールの築造および既設下水管の整備

4. 全体工期 令和3年4月5日～令和6年3月29日

車両通行止工事期間 令和5年5月10日～令和5年9月30日（予定）

※車両通行止工事期閻の内、 実施工日は60日程度となります。 7. 監督者

※車両通行止を1半わない工事日は、お知らせ呑板に「休工中」を表示します。

※緊急の場合を除き、土日 ・祝日の作業は行いません。

（エ']J.L,,~所位巴認は裏面をご箆ください）

西武•新栄建設共同企業体

横浜市中区滝之上11 4 

TEL : 045-225-8253 

FAX: 045-225-8254 

現場代理人 鈴木章文

監理技術者 久家洋一

横浜市環境創造局下水道事務所（南部）

担当監督員 福 田・楢崎

TEL : 045-871 -44 71 

（月～金 8: 45"-'1 7 : 1 5) 
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